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Ｉ　は　じ　め　に

　トーマス ・ギ ノレバート（Ｔｈｏｍａｓ　Ｇｉ１ｂ・・ｔ，１７２０－１７９８）は，イギリス産業革命期の救貧法

改革家として知られており ，また，ジ ョージ３世治世第２２年法律第８３号（２２Ｇｅ・・ｇｅ　ＩＩＩ ．・

８３）は，法案の提案者である彼の名を冠してギ ノレバート法（Ｇｉ１ｂｅｒでｓ　Ａｃｔ）と呼ほれてい

る。 本稿は，１７８２年のギ ノレバート法制定の前年にギ ノレバートが出版したＰＺ伽１０７ 伽

肋伽Ｒ
・〃・ア伽６肋力１・ツ舳〃ゲ伽Ｐ…；伽Ｅゆブ・梅・〃舳刎伽９伽Ｌ伽・・

〃功２０ｆ加ｇ　Ｈｏ〃ｓｇｓ　ｏブＣｏ〃２６〃ｏ犯，ｏれ６　Ｖ乞ｇプｏ〃ｓ；ｏ〃６ア０７１〃妙７０〃加ｇ　肋２　Ｐｏ”６２　ｑブ　肋５ｓ

Ｃｏ〃〃び．Ｔｏｇ９枕卯〃｛肋Ｂ棚ｓ加加犯６９６老ｏろ９０亦８〃ｆｏ －Ｐｏ〃ｏ刎２〃加７肋ｏｓ２１つ〃ブカｏｓ２＆　Ｌｏｎ
－

ｄｏｎ，１７８１．（ｒ貧民のより良い救済と雇用のための，懲治院及び浮浪者に関する法律の実施と改訂

のための，そして英国の治安を向上させるための計画。＝これらの目的のため議会に提出する予定の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４３９）



１０２　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

法案付』，以下，Ｐ１伽と略記する）を取りあげて紹介する。この著作は，本文１３９ぺ一ジ ，

補遺３８ぺ一ジから成っている。３つの法案を含む本文には，３１べ 一洲こわたる長文の

「読者へ」（Ｔｏ　ｔｈｅ　Ｒｅａｄｅｒ）が付されているが，これは，わが国の研究史において，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
れまでほとんど言及されたことのたい史料である。本稿は，このｒ読者へ」の検討によ

って，３つの法案によるギノレバートの救貧法改革プラソ全体の意図を明らかにすること

を課題とする 。

　ギルバートは，１７２０年にイソグラソト中部（Ｍ１．ｄ１ａｎｄｓ）のスタ ヅフォートンヤー（Ｓｔａ－

　　　　　　　　　　　２）
丘ｏ・ｄｓｈｉｒｅ）で生まれている 。１７４５年からガウァー卿（Ｌｏｒｄ　Ｇｏｗｅｒ）の地所管理人（１ａｎｄ－

ａｇｅｎｔ）を長い間つとめ，そして，１７６３年から１７９５年まで３２年問にわたり下院議員であ っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
た（最初は，Ｎｅｗｃａｓｔ１ｅ－ｕｎｄｅｒ－Ｌｙｍｅ，１７６８年からはＬｉｃｈｉｅｌｄから選出された）。 ギルバートは ，

地方がかかえる諸問題に精通しており ，いなかの教区（ｒｕｒａ１ｐａｒ．ｓｈｅｓ）の実務について詳

細な知識を持っていた。政治家としてのギルハートは，グラソド ・トラソク運河（Ｇｒａｎｄ

Ｔｍｎｋ　Ｃａｎａ１）の発起人にたるなどイソクラソト中央地域に計画された運河の開発を援助
　　４）
したり ，公道（ｈｉｇｈｗａｙ）の改善に関する一般的法律を提出したり（不成立），中部諸州の

道蜘こ関する地方法を多数通過させるのに成功するなど，「公共事業」を推進すること

に力を注いでいる。けれども ，彼が議員とた った直後から熱中し，最もエネルギ ッシ ュ

であ ったのは，救貧法の改革をめぐる活動においてであ った 。

　ギルバートは，その生涯のなかで，救貧法の改革に４度かかわ っている 。最初は，議

員とな った２年後の１７６５年に彼が提出した法案Ａ　Ｂ１１１ｆＯｒ　ｔｈｅ　ｂｅｔｔｅｒ　Ｒｅｌ１ｅｆ　ａｎｄ　Ｅｍ
－

ｐｌｏｙｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ・ｗ１ｔｈ１ｎ　ｔｈａｔ　Ｐａｒｔ　ｏｆ　Ｇｒｅａｔ－Ｂｒ１ｔａｍ　ｃａｌｌｅｄ　Ｅｎｇｌａｎｄ（大英帝国

のイソグラソド地域内における，貧民のより良い救済と雇用のための法案）である 。この法案は ，

労働能力ある貧民を収容するためのｒ強制労役所（Ｗｏｒｋ　Ｈｏｕｓｅ）」，病人や労働能力のな

い者を収容するためのｒ救貧院（Ｈ・・ｐｉｔａ１）」，怠惰で秩序を守らぬ老を収容するための

「矯正院（Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｒｅｆｏｒｍａｔ１ｏｎ）」 ，を「貧民院（Ｐｏｏｒ　Ｈｏｕｓｅ）」の３部門として創設し
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
全ての貧窮児童と全ての貧民を収容しようとするものであ った。そのために，ハソドレ

ッド（郡）のようた大きな地域で教区を連合することができるとしていた。１７６５年法案

は， 下院を通過したが，上院において，Ｐｏｏｒ　Ｈｏｕｓｅの建設に多大の支出を伴う点でメ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
リットがないとされ，６６票対５９票の差で却下されている 。

　その後，１７７５年に，ギルバートが主要 メソバーとして加わった庶民院の救貧法委員会
　　　　　　　　　　　　７）
が２つの報告を行な っている 。そこでは，突然の病気，疾患，その他の不可避的た原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４０）



　　　　　　　　Ｔ．ギルバ ートの救貧法改革論（１７８１年）について（上掛）　　　　　　１０３

によっ て， 自らの労働により自分自身とその家族を養うことができなくた った，従順で

勤勉な貧民（ｏｒｄｅｒ１ｙ　ａｎｄ・ｎｄｕｓｔｒ１ｏｕｓ　Ｐｏｏｒ）に対して ，一時的な救済（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｒｅ１１ｅｆ）が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
認められている 。けれども ，法案は提出されていない 。

　ギ ノレバートが救貧法改革にかかわった３度目が，本稿で検討する１７８１年の３つの法案

一（１）Ａ　Ｂ１１１ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｂｅｔｔｅｒ　Ｒｅ１１ｅｆ　ａｎｄ　Ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ　（貧民のより良い

救済と雇用のための法案） ，（２）Ａ　Ｂｉ１ｌ　ｔｏ　ａｍｅｎｄ，ａｎｄ　ｒｅｎｄｅｒ　ｍｏｒｅ　ｅ任ｅｃｔｕａ１，ｔｈｅ　Ｌａｗｓ

ｍ　ｂｅｍｇ　ｒｅ１ａｔｍｇ　ｔｏ　Ｈｏｕｓｅｓ　ｏｆ　Ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ（懲治院に関する現在の法律を改正し，より有効

にするための法案），（３）Ａ　Ｂｉ１ｌ　ｔｏ　ａｍｅｎｄ，ａｎｄ　ｒｅｎｄｅｒ　ｍｏｒｅ　ｅ任ｅｃｔｕａｌ，ｔｈｅ　ｓｅｖｅｒａｌ　Ｌａｗｓ

ｍ　ｂｅｍｇ　ｒｅ１ａｔ１ｖｅ　ｔｏ　Ｒｏｇｕｅｓ，Ｖａｇａｂｏｎｄｓ，Ｂｅｇｇａｒｓ，ａｎｄ　ｏｔｈｅｒ１ｄ１ｅ　ａｎｄ　ｄ１ｓｏｒｄｅｒｌｙ

Ｐｅ「ｓＯｎｓ．（浮浪者，流れ者，こじき，ならびに他の怠惰かつ治安を乱す者に関する各法律を改正し ，

より有効にするための法案）　てある 。（１）と（２）は，１７８２年にそれぞれ法律として制定され

ている（２２Ｇｅｏｒｇｅ　ＩＩＩ．ｃ．８３．Ａｎ　ａｃｔ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｂｅｔｔｅｒ　ｒｅ１ｉｅｆ　ａｎｄ　ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｏｏｒ
，いわ

ゆるギルバート法。および２２Ｇｅｏｒｇｅ　ＩＩＩ ．ｃ ．６４．Ａｎ　ａｃｔ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ａｍｅｎｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　ｍｏｒｅ

ｅ丘ｅｃｔｕａ１ｔｈｅ１ａｗｓ・ｎ　ｂｅ・ｎｇ　ｒｅｌａｔ１・ｅ　ｔｏ　ｈｏｕｓｅｓ　ｏｆ　ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ）。（３）は，第一読会に提出され ，

第二読会，委員会，第二読会と検討されたものの，廃案とた っている 。

　さらに，ギ ノレバートは，１７８７年にも救貧法案を提出して彼のプラソをより完成させよ
　　　　　　９）
うと努めている 。これは，１７６５年法案のようなハソドレッド（郡）全体もしくはたくさ

んの教区からなる大きな区域ではなく ，３～１３ぐらいの教区を連合させたより小さた区

域の教区連合（ｍｉｏｎ　ｏｆｐａｒｉｓｈｅｓ）を提案したものであ ったが，法律にはならなか った 。

また，教区基金（Ｐａｒｏ・ｈ・ａ１ｆｕｎｄｓ）からの助成金で友愛組合（ｆｒ・・ｎｄ１ｙ　ｓｏｃ・ｅｔ・ｅｓ）の設立を

奨励するという彼の案は，１７９３年のローズ法（３３Ｇｅｏ・ｇｅ　ＩＩＩ
．ｃ．５４．Ａｎ　Ａｃｔ　ｆｏｒ　ｔｈ・Ｅｎ

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
ｃｏｕｒａｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｒｅ１ｉｅｆ　ｏｆ　Ｆｒｉｅｎｄ１ｙ　Ｓｏｃｉｅｔｉｅｓ）の制定において生かされたとされている

。

　ところて ，産業革命期　　それは同時に，いわゆるｒ議会制囲い込み」（Ｐａ刊。ａｍｅｎｔａ町

Ｅ．ｃ１・・ｕ・ｅ）と農業技術の改良による農業革命期でもあ った一の救貧法の特色を示す

ものとして，ギノレバート法とたらんで取りあつかわれるものに，スピーナムラソド制
　　　　　　　　　　　　１１）
（Ｓｐ・ｅｎｈａｍｌａ・ｄ　ｓｙ・ｔ・ｍ）がある 。１８世紀の後半は，囲い込みによる大量の失業者の発生だ

けでなく ，産業革命による農村家内工業の破壊が進んだ。しかも ，１７９０年代のイギリス

は凶作が続き ，さらに，１７９３年から１８１５年までの２２年問 フラソスの革命政府およびナポ

レォソ政府と戦争状態にあり ，大陸からの小麦の輸入が遮断された結果，すべての穀物

価格が騰貴するなど，賃金労働者の生活困難は特に激しいものであ った。こうしたなか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４１）



ユ０４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第３号）

で， 救済への要求が高まり ，食糧暴動も多発するなど，ｒ革命と凶作と戦争の危機の時
　　　　　　　　　　　　１２）
代の，杜会的安全弁の役割」を果たすものが必要とな ったのである。そこで，教区 レベ

ルでの行政慣行として長い前史をもつ手当制度（ａｕＯＷａｎＣｅ　ＳｙＳｔｅｍ）による救済がもとめ

られ，「１７９０年代には，四季裁判所が全県一律的な救済ないし手当のスヶ一ルを設定し
　　　　　　　　　　ユ３）
た例もめずらしくない」とされる事態が進行した。これらのうち，１７９５年にバークシャ

ー（Ｂ・・ｋｓｈ・ｒｅ）の治安判事たちが，バソの価格と家族数によっ て必要最低生活費を算定

し（ｂｒｅａｄ　ｓｃａｌｅ），賃金がこの額に達しない場合は不足分を救貧税から補うことを決議し

たものが，四季裁判の開催地の名をとっ てのちにｒスピーナムラソド制」として知られ
　　　　　　　１４）
ることにな った。その後，スピーナムラソド制は，賃金補助制度として，労働能力者

（ａｂｌｅ－ｂｏｄ・ｅｄ　Ｐｅｒｓｏｎｓ）に対する院外救済（Ｏｕｔ　ｄｏｏｒ　Ｒｅ１・ｅｆ）を認めた法律によっ て確認さ
　　　　　１５）
れたのである 。

　これに対して，マルサスのｒ人口論』（１７９８年初版）が，救貧法はｒそれを支えるに足

るだげ食糧をふやさたいで人口を増大させる」ために，教区の救済を受げたい人々の生

活を圧迫してますます多数の貧乏人を製造する，として救貧法の全廃をとなえたことは
　　　　　　　　１６）
周知のとおりである。このことを積杵として，１８３４年の新救貧法Ｎｅｗ　ＰｏｏｒＬａｗ（４

＆５Ｗｉｌｌｉａｍ 凧・・７６）が成立し，労働能力者の院外救済の禁止とワークハウス内での劣

等処遇（Ｌｅｓｓ－ｅ１ｉｇｉｂｉ１ｉｔｙ）が追求されることに在 ったのである 。

　以下では，ギルバートの１７８１年の３つの法案による改革プラソそのものを検討し，１８

世紀末の世紀転換期に行われた救貧法改革の試みが，失業者の大量発生という杜会的危

機への対応という点でどのような意味内容をもつものであ ったのかを明らかにする 。

１）わが国の研究史において，ギルバート法を取りあげてはじめて本格的に検討したものは ，

　梅川正美「イギリス産業革命期の救貧法　　ギルバート法と “名誉革命体制”一（１），（２）」

　（名古屋大学ｒ法政論集』８３号，８４号，１９８０年３月 ，７月）である。梅川氏は，１９７５年より

　出版された丁加Ｈ０脳げＣ０刎刎０伽Ｓ２ｓｓ乞伽げゆ榊ゲ伽励９肋２〃仇Ｃ２〃肋び，１４７ｖｏＬに

　よっ てギルバートの諸法案を検討されたが，ギルバートのこの著作にはふれられていない 。

２）以下の叙述は，主として，Ｗ．Ｐ．Ｃｏｕｒｔｎｅｙによっ た（「加 一眺”０伽びザＷ０”０〃０Ｚ肋一

　馴ゆ伽．ｖｏ１－ＶＩＩ ，１９１７，ｐｐ
．１２１５＿１２１６）

。

３）１８世紀のイギリス政治史におげるｒ名誉革命体制」（Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ　Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ）の定着に関

　しては，「Ｎａｍｅｒ 以後」の研究史をふまえた整理として，松浦局嶺「１８世紀のイギリス」

　（ｒ岩波講座世界史』第１７巻，１９７０年）たどを参照。松浦氏は，１８世紀の政治の実体は，ホイ

　ッ グ対トーリーではなく ，ｒ宮廷」対「地方」の対極概念をもっ て解明されるべきものとさ

　れている（同稿ｒ１８世紀」青山 ・今井 ・越智 ・松浦編ｒイギリス史研究入門』山川出版杜，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４２）



　　　　　　Ｔ ．ギノレバートの救貧法改革論（ユ７８ユ年）について（上掛）　　　　　　１０５

！９７３年，ユ５９ぺ一ジ）。このことに関連して，中村英勝氏は，ｒ貴族 ・ジ ェソトリで鉱業 ・運

河・ ドッ グ・ 鉄道などに関係している者が多く ，地主貴族と商工業者は決して単純に階級的

に対立していたわけではなかった」と述べている（同著ｒイギリス議会史』新版，有斐閣 ，

１９７７年，１１０べ一ジ）。

　　当時の政治状況にふれておこう 。１６８８年の名誉革命により議会主権が確立したが，１７６０年

にジ ョージ３世が即位すると ，王権回復のために宮廷費を節約して議員を買収し，「王の友」

　と称される御用党を彩成して議会を操従するとともに，官吏任免権を利用して政党の結東力

を乱した。また，アメリカ植民地との紛争を激化させ，ついに独立戦争（１７７５～８３年）を引き

起こすなど，国民の問に不満が高まっ ていた。そこで，１７８０年に庶民院は，ダニソグ（Ｊｏｈｎ

Ｄｕｎｎｉｎ９）の提案した「王のイソフルニソスが増大しつつあるから，これを抑えなくてはた

　らたい」という有名な決議案を成立させ，また，１７８２年には，ハーク（Ｅｄｍｕｎｄ　Ｂｕｒｋｅ）

　らが提出した財政改革案が成立して多くの官職が廃止され，年金や機密費も大幅に削減さ

　れ，王の議員操縦の手段は弱められた。そして，１７８３年に青年小ピ ット（Ｗｉ１１ｉａｍ　Ｐｉｔｔ，ｔｈｅ

Ｙｏｕｎｇｅｒ）が新内閣組織を命垂られるのである（中村，目１」掲書，９３～９４へ一ソ参昭）。こうし

　たなかで，ギノレバートは，１７７８年に「アメリカ植民地戦争の間，政府の官職および年金のす

　べてに２５％の税が徴収されるべきだ」という提案をしたが，否決されている（Ｃｏｕｒｔｎｅｙ，ｏＰ

　ｃｉｔ
．，

　ｐ ．１２１５）
。

４）ギルバートが仕えたガウアー卿は，ブリッ ジウォーター 公爵（Ｄｕｋｅ　Ｏｆ　Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ）の

　義兄弟であ った。イギリスに運河時代を実現させたといわれるブリッ ジウォーター運河は ，

　ギルバートの弟（Ｊｏｈｎ　Ｇｉｌｂｅｒｔ）やブライソドリー（Ｊａｍｅｓ　Ｂｒｉｎｄ１ｅｙ）の協力で，１７７６年に

　完成している（小松芳喬「ブリソ チウォオタ運河建設前史」『早稲田政治経済学雑誌』２００

　号，１９６６年を参照）。ブリッ ジウ ォーター運河の成功は，要心深い貴族や富裕な地主や実業

　家を，巨額の資本を必要とする事業に積極的に参加させる契機となり ，この時代以降の大規

　模な固定資本を要する交通改良工事業の発展に大きく道を開いたとされている（加勢田博

　ｒ貴族実業家プリヅ ジウォーター公」荒井他編ｒ産業革命を生きた人ぴと』有斐閣，１９８１年
，

　４４ぺ一ジ）
。

５）梅川，則掲論文（１）， ３００へ一ソ 。

６）　Ｇｉ１ｂｅｒｔ，ＰＺ伽，Ｐ
・２

７）委員会の正式な名称は次のとおり
。Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ａＰＰｏｍｔｅｄ　ｔｏ　ｒｅｖ１ｅｗ　ａｎｄ　ｃｏｎｓ１ ｄｅｒ　ｔｈｅ

　ｓｅｖｅｒａ１Ｌａｗｓ　ｗｈｉｃｈ　ｃｏｎｃｅｍ　ｔｈｅ　Ｒｅ１ｉｅｆ　ａｎｄ　Ｓｅｔｔ１ｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｒ；ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｌａｗｓ

　ｒｅ１ａｔ１ｎｇ　ｔｏ　Ｖａｇｒａｎｔｓ ，ａｎｄ　ａ１ｓｏ　ｔｈｅ　Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｅｖｅｒａ１Ｈｏｕｓｅｓ　ｏｆ　Ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ ，ｗ１ｔｈｍ

　ｔｈａｔ　ｐａｒｔ　Ｏｆ　Ｇｒｅａｔ　Ｂｎｔａ１ｎ　ｃａｕｅｄ　Ｅｎｇ１ａｎｄ　（大英帝国のイソグラソト地域内における，貧

　民の救済と定住に関する各法律，ならびに浮浪者に関する法律，さらに懲治院の状態を再審

　理し掛酌するために任命された委員会）。なお，第１報告（セシノレ ・レイ）と第２報告（ギ

　ルバート）の内容については，梅川，前掲論文（２）， ４７１ぺ一ジ以下を参照 。

８）１７７５年にギルバートは，次の２冊のバソフレットを出版している 。０ろｓ舳”０刀ｓ ゆ０犯伽

　０ブ伽ｓ　ｏ〃肋ｓｏＺ〃ｏ郷ｏグ伽Ｈｏ脳ゲＣｏ舳？ｏ〃ｓ〃ｆ〃７ゆ８６〕ｏ伽！つｏｏ（ 及びＡ肋Ｚ

　〃刎肋ｆ・ろ・・炊・〃・Ｐ・〃舳〃伽伽洲〃Ｒ・１げ 舳６肋ク１・ツ舳１〃１・・Ｐ・・ブ加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４３）
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　　　Ｅ惚ｚ伽五

　　 ｇ）Ｆ　Ｍ　Ｅｄｅｎ，丁加８肋ゲ伽Ｐｏｏブｖｏ１Ｉ，１７９７，ｐｐ３８８－３９２なお，１７８７年の法案の提

　　　出に先だって，ギルバートは３冊のパソフレットを出版している。（１）肋”０舳２” ０”

　　　・ゆ削伽〃２３Ｇ〃慨〃ｒ，（２）亙勿ゐゲ ・醐伽伽ろ２肋７脳炉 ・〃励妙Ｚｏ〃３〃ゲ

　　　伽Ｐ・ｏプ伽６〃伽伽〃・・舳〃ゲ伽Ｐ・１｛脇 ，（３〕Ｃｏ犯・肋吻伽ｓｏ〃ゐ・ 醐ｓ伽伽ろ９〃〃

　　　地〃ゲゲ伽Ｐ００７，＆６ ．

　１０）梅川氏は，産業革命期の救貧政策が「重層的な構造」を持つとされ，自立した生計を営め

　　　た上層の貧民を対象とするｒ友愛会」奨励政策（肩一ズ法）と，それより下層の，職のたい

　　　人々や浮浪者や病人を対象とするｒギルパート法，あるいはスピナムラソド制等」と理解さ

　　　れている（梅川，削掲論文（１）， ２９２～２９３べ一ジ）。なお，ｒ友愛組合を当時の貧民対策の政策

　　　の一環として把握することが必要」という論点については，小山路男ｒイギリス救貧法史

　　　論』目本評論新杜，１９６２年，１７８べ一ジ以下を参照 。

　１１）　こうした理解は，Ｊ　Ｌ　ａｎｄ　Ｂ　Ｈａｍｍｏｎｄ，丁加醐ｏ酔工ｏろｏ榊れ１９１１（ｎｅｗ　ｅｄ１ｔ１ｏｎ
，

　　　Ｌｏｎｄｏｎ，１９７８，ｐ１０９）以来のものとされている 。

　１２）小山，前掲書，１９０ぺ 一ジ 。

　１３）大沢真理ｒイギリス杜会政策史』東京犬学出版会，１９８６年，５２べ一ジ 。

　１４）　Ｇ　Ｎ１ｃｈｏ１１ｓ・五捌ｓｆｏりゲ肋２肋ｇ〃ｓゐＰｏ０７工ｏ〃，１８５４　ｖｏｌ　ＩＩ，ＰＰ１３１－１３２　なお，「ス

　　　ピーナムラソド決議」とスヒーナムラソド制度を区別して論じたものに，廣重準四郎「スピ

　　　ーナラソド制度成立の基礎構造」（ｒ西洋史学』第１３９号，１９８５年１２月）がある
。

　１５）１７９６年のウィリアム ・ヤソグ法（３６Ｇｅｏｒｇｅ　ＩＩＩ
．ｃ．２３）

。

　１６）Ｔ　Ｒ　Ｍａ１ｔｈｕｓ，ルＥｓｓｏツｏ犯伽Ｐ７鮒伽ゲＰ似Ｚ０”０犯，＆ｃ１７９８，ｐｐ８３－９４　（高野

　　　岩三郎 ・大内兵衛訳ｒ初版人口の原理』岩波文庫，６６～７１ぺ一ジ）
。

１　ギルバ ートの救貧法改革の意図

（１）ギルバートの課題

　ギルバートは，Ｐｚ伽の「読者へ」を次のような書き出しで始めている
。

　ｒエリザベス女王の治世に救貧税がはじめて制定されて以来，貧民を養う費用は，あ

らゆる公的及び私的慈善を除いても ，徐々に増加しつづげ，少くとも年に２００万ポソド

に達し，そしてまだなお非常に急速に驚くへき程度で増大しており ，スピーティで効果

的な干渉と救済を必要している。わげても ，こうした費用の増大にもかかわらず，王国

の大部分で，貧民が困窮し，乞食となり ，餓死しているのをまのあたりにしているから
　　ユ７）

である」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
　ここでは，まず救貧税の負担が非常に増大したこと ，そしてその割には貧民の状態は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４４）
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少しも良くた っていたいこと ，が指摘されている 。かかる矛盾の解決こそが，ギ ノレバー

トの課題であ った。「その原因を調査し，この悪への対策を指摘することが，私のや っ

　　　　　　　　　　１９）
てきた困難な仕事である」と彼自身も述べている 。

　ギ ノレバートの処方嚢は次のようなものであ った 。

　ｒ法律の怠慢と濫用と弛緩こそが，うたがいもなくその原因である 。法律の積極的で

強力的な執行の下での一それは法律の多少の修正を伴うが一労働と勤勉（Ｌａｂｏｕｒａｎｄ

Ｉｎｄｕｓｔ町）こそが，その対策にちがいたい」。 ｒ私の最大の目的は，働く能力のある貧民を

すべて壷曲如と在釦とらふ金，働く能力のない貧民には適切な援助を与えることによっ

て， 勤勉を推進させることであり ，自堕落で手に負えない老の犯罪を厳しく罰すること

によっ て矯正させることであり ，そして，適切で細心の経済（Ｏｅｃｏｍｍｙ）によっ てあら

　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
ゆる負担と不要た支出を防ぐことである 。」（傍点は筆者）。

　みられるように，ギ ノレバートがその原因として強く認識しているのはｒ法律の弛緩」

であり ，したが って，法を改正してｒ勤勉を推進する」ことが目的とされ・そのための

方法を考えているわげである 。ウェッ ブ夫妻（Ｓ．＆Ｂ．Ｗｅｂｂ）は，ギ ノレバート法につい

て， 良かれ悪しかれ，１６０１年から１８３４年までの間のすべての救貧法のたかで，もっとも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
注意深く慎重に考えられたものであり ，おそらく最も強い影響を与えたと述べている ・

それでは，ギ ノレバートの改革案の内容は如何たるものだったのであろうか・以下にみて

みよう 。

　前節ですでにふれたように，１７６５年の法案においてギ ノレバートは・ヵウソティ（県）

ごとに適当な数の区域（Ｄｉｓｔｒｉｃｔｓ）を形成し，それぞれに勤労の家（Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ）を

建設することを提案したが，却下されている 。それからの１６年間に下院でなされた議事

から明らかにな ったこととして，ギ ノレバートは，次のことを指摘している 。

　　ｒ勤労の家は，近隣の尊敬されるジ ェソトノレマソによっ て良く管理されてきた地域で

は非常に成功したが，しかし他の地域では，視察官（Ｉｎｓｐｅｃｔｏｒｓ）が厳格でないために救

貧税がしだいに増加し，不経済たものにな ってしまっ た」。ｒこれらのハウスは建築と設

備に多大の支出を伴い，成功したハウスでもある程度不安定であるのを発見し，また ，

現在の財政事状で大きな事業のための資金調達の困難さを知って（たとえ・大きなハゥスの

計画が最も望ましいものであ ったとしても），私は考えを別なものに，すなわち，その目的に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
おいては同じであるが，支出の点で一層経済的であるものへと変えたのである」 。

　つまり ，ギノレバートによれぱ問題は，「勤労の家」の管理が不十分であること ・そし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４５）
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てそれが多大の出費を伴うことであ った。これらの反省に立 って，今度の計画をより実

用的で実行可能たものにするために，ギルバートは計画を３つの項目に分げ，それぞれ
　　　　　　　　　　　２３）
に法案を準備したのである。したが って，３つの法案は多くの点で密接に関連しており

，

ギルバート法案の検討においては３つが全体として考察されたげれば次らない
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
　なお・ギルバートは，ｒこれらの法案は，主にいなかの教区と地域で適用される」と

隈定を加え ，ロソトソ（ｔｈｅ　Ｍｅｔｒｏｐｏｌ．ｓ）と区別している 。というのも ，大きな教区はた

いてい・国会制定法（Ａｃｔｓ　ｏｆ　Ｐａ・１ｉａｍｅｎｔ）とは別の規則と訓令（Ｒｕ１ｅ　ａｎｄ　Ｄｉ・・ｃｔｉｏｎ）を

持っ ているので，これらの３法案が不要であるか，わずかな程度しか効果をもたたい
　　　　　　　　　２５）
からだと説明している。当時のイギリスには，イソグラソドとウヱーノレズをあわせて約

１万５，０００の教区があ ったが，その大部分は人口１，０００人以下の小観模たものであ っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
た（３００人未満の教区が約６，７００も存在していた）。 そして，１６０１年エリザベス 救貧法（４３Ｅ１ｉ・ａ

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）ｂｅｔｈ　Ｌ　ｃ．Ｚ）によっ て， 教区 レベルの強制的課税にもとづく公的救貧が制度化され，治

安判事の監視の下に救貧行政がおこたわれてきたのである 。わげても市民革命後の１６６２

年法（１３＆１４Ｃｈａｒ１ｅｓ　ＩＩ，Ｇ１Ｚいわゆる定住法Ｓｅｔｔ１ｅｍｅｎｔ　Ａｃｔｓ）によっ て， 教区の貧民を

救済する責任は由勃と七ぽ走ミ衰圭たあることが明確にされてから
，ｒ教区の自由放任

　　　　　　　　　　　　２８）
（ｐａｒｏｃｈａ１ｌぬ砿力加）の時代」をもいうべき状態が続いてきたわげである。それゆえ ，

ギノレバートが改革の対象にしたものは，如芳６小観模在教区において全くぽらぱらに実

施されていた救貧行政なのであ った 。

　しかし，“ いなか”に適用するとしながらも ，ギルバートは，治安が悪い大都市にお

いても ，３つの法案の観定のいくつかは有益であるとし，ｒわれわれの治安（Ｐｏ１ｉｃｅ）に

おいて何らかの改善がもたらされるたらぱ，それは世間に容易に受げ入れられるにちが
　　２９）

いない」と述べている 。もとより ，救貧法の本質が体制維持にあることはいうまでもた

いが・ギルバートの３つの法案も，「治安」の点で有効であることをその目的としてい

たのである 。

（２）第１法案「貧民のより良い救済と雇用のための法案」について

　ギルバートは，「貧民をきちんと仕事につげることこそが，第１のそして最大の目的
　　３０）

である」とおいている。そして，いたかにはわずかの労役場（Ｗｏｒｋｈｏｕｓｅｓ）があるだげ

で， しかも ，しかるへき管理者（ｐｒｏｐｅｒ　Ｇｏｖｅｍｏｒｓ）と適当な仕事（ｓｕ．ｔａｂｌｅ　Ｅｍｐ１ｏｙｍｅｎｔ）
，

及び，十分な注文（ｇｏｏｄ　Ｏｒｄｅｒ）がなか ったために，それは往往にして貧民の憎むべき

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４６）



　　　　　　　　Ｔ．ギルバートの救貧法改革論（１７８１年）について（上掛）　　　　　　 １０９

存在にた っており ，また救貧税を増大させてきたとしている 。

　その原因について，議会は，２つないしそれ以上の教区が結合することを認めた１７２２

年のナ ッチブル法（９Ｇｅｏｒｇｅ　Ｉ ．ｃ．７．）が妥当であると考えたが，ギルバートは，いなか

の教区の多くは小さすぎるので，労役場の緯持のために必要なしかるべき管理者の支出

にたえられなか ったからであるとしている 。そして，１７２２年法の目的は，結合した教区

が， ある人物と貧民の維持と雇用のための請負い契約をするためであ ったとし，これに

ついて以下のように述べている 。

　ｒいくつかの教区では，その権限がひどく濫用され，多くの不満を引きおこしたので ，

今や非常にまれにしか行使されず，そのため廃止される予定であ った。しかしながら ，

それぞれの地域での支出を軽くするために教区を統合して労役場を供給するという考え

は， 王国の多くの場所で，会曳去詰負｛・た由子とと走之（〃〃ｏ。け。榊畑肋舳ｏ．ｆ）通常

の支出で貧民の維持と雇用を用意するために，近隣のいくつかの教区の問での合意によ
　　　　　　　　　　　　　３１）
って，採用されてきたのである」。

　ここで明らかに示されていることは，ギ ノレバートが，１７２２年法について，ｒ請負制度」

には欠賄があ ったもののｒ教区連合」については有効であ ったとする立場から，その改

正をとなえている点である 。

　１７２２年から１８３４年までのイギリス救貧法の特色をたすとされる請負制度には，全貧民

の維持を一まとめに（ｂｙ　ｔｈｅ１ｕｍｐ）請負にする場合から，労役場のみの請負まで様々の
　　　　　３２）
場合があ った。請負制度の目的は，公営の労役場の運営には極めて面倒な雑務が附属

し， しかも素人の救貧委員では事業経営の才能か乏しいので ，これを厄介払いして私人

に競売に附し，最低の扶養費（ａ１ｌｏｗａｎｃｅ）を要求する者に請負わせ，併せて貧民の労働

（ｗｏｒｋ，１ａｂｏｕｒ　ａｎｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を利用させようというものであ った。したが って，請負業者

の経営の基礎は，教区から受げ取る扶養費と ，貧民の労働より得る利益との２つに存し

ており ，貧民の扶養費を切り詰める一方で ，その労働を搾取して最大限の利益を得よう

とするので，原生的労働関係としては最悪の労働条件による就労強制が行なわれるに至
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）

り， ｒワークハウス制度史上に最大の汚点を残した」と評されたのである。こうした請

負制度を廃止することが，ギルバートの第１の意図であ った。そして，そのためには適

切な数の教区が連合して，ギ ノレバートのめざす「ワークハウス体制」を構築するべきだ

と考えていたのである 。

　次にギノレバートが問題にしたのは，後にウヱッ ブ夫妻によっ て「混合労役場」（ｇｅｎｅｒａｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４７）




